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 電気通信サービスについて 

 携帯電話・ＰＨＳ、インターネットなど電気通信サービスの発達に

よって、わたしたちの生活はとても便利になりました。その一方で利

用者がトラブルに巻き込まれることも少なくありません。消費者情報

センターに寄せられる相談でも電気通信サービス関係の相談件数は第

１位を占めている状況が続いています。  

 電話やインターネットを安心して利用するために必要なのは、事前

の知識です。今回は、国民生活センターや消費者情報センターなど相

談機関によくある相談を基にＱ&Ａ形式でまとめてみましたので、参

考にしてください。 

 

◎ 契約に関して 

 ・Ｑ１ 契約時には、どんな点に注意が必要なのか。 

 ・Ａ１ 電気通信事業者（ＮＴＴ・ＫＤＤＩ・ソフトバンクなど） 

    や代理店から、サービス内容、料金その他の支払が必要にな 

    る経費、契約の解除に伴う違約金の有無などを積極的に確認 

    するようしてください。例えば、見た目の安さで携帯電話と 

    パソコンとのセット契約をし、途中で契約を解約すると違約 

    金が発生することがあります。 

 ・Ｑ２ 未成年者が携帯電話の契約をする場合の注意点は。 

 ・Ａ２ 未成年者の契約には、親権者の同意が必要です。このた 

    め、加入契約の際に、親権者の同意を得ていない契約は取消 

    しできる場合がありますが、未成年者が成人と偽って契約し 

    た場合は取消しができない場合があります。 

 ・Ｑ３ 知人に頼まれ携帯電話を契約した。「迷惑をかけない」と 

    いう約束だったが、電話会社から１５万円の請求が来た。知 

    人には連絡がつかなくなってしまったし、払えないので放っ 

    ておいたら強制解約になってしまった。          

 ・Ａ３ 名義貸しのトラブルです。強制解約ということは、事業者 
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    間でのリストに載り、一定期間内は携帯電話・ＰＨＳを新規に契約することができ 

    なくなります。また、利用料金は支払わなければならない可能性が高いです。 

  

◆ 架空請求・不当請求に関して  

 ・Ｑ４ 身に覚えのない料金請求が届いた。支払うべきか。   

 ・Ａ４ アダルトサイトなどの業者と関わりたくないという理由で、利用料金や退会料な 

    どを払ってしまう人がいますが、一度でも支払うと業者は様々な理由をつけて、さ 

    らに料金請求をしてきます。しつこい請求があっても絶対に支払わないでくださ 

    い。 

 ・Ｑ５ 一回クリックしたら、いきなり登録完了画面になってしまった。請求が心配。 

 ・Ａ５ ワンクリック詐欺です。有料だと事前に知らせていないので、契約は成立してい 

    ません。業者は利用者の個人情報を知りません。無視しましょう。 

 ・Ｑ６ 「裁判所に訴える」、「強制執行」などと言われている。どうしたらいいのか。 

 ・Ａ６ 法律的な文言を持ち出してくる場合がありますが、そうした文言に惑わされるこ 

    となく、落ち着いて対処しましょう。もし、公的機関（裁判所等）からの文書など 

    が送付された場合には、その文書などの真偽について、直ちに消費者情報センター 

    や、最寄りの市町村の相談窓口に相談しましょう。 

 ・Ｑ７ 何度もメールの請求が届く。防ぐ方法はあるのか。 

 ・Ａ７ 契約しているプロバイダーや携帯電話会社の迷惑メール対策サービスを利用して 

    迷惑メールをブロックしましょう。設定の方法については、各電気通信事業者にご 

    確認ください。 

 ・Ｑ８ パソコンに請求画面が表示されつづけている。消すことはできるのか。 

 ・Ａ８ パソコンに請求画面が表示されて消えないのは、請求画面を表示させるプログラ 

    ム（コンピューターウィルス）に感染しているためです。パソコンメーカーやプロ 

    バイダーに削除方法を確認してください。また、ＩＰＡ（独立行政法人情報処理推 

    進機構）のホームページにも方法が出ていますし、操作方法などがわからない場合 

    は電話による相談窓口（０３－５９７８－７５０９）〔平日 １０時～１２時 １３ 

    時３０分～１７時〕で聞くことができます。 

 

★  フィッシング詐欺に関して 

 ・Ｑ９ クレジットカード会社から「あなたのカードの有効期限がせまっています。以下 

    のページにアクセスしてご確認ください」というメールが来たので、記載されてい 

    るリンクページに、カード番号や暗証番号を打ち込んだ。数日後、使用した覚えの 

    ない買い物の明細が送られてきた。騙されたのか。 
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 ・Ａ９ 銀行やカード会社などのメールを装い、消費者に偽ホームページにアクセスさせ 

    カード番号やＩＤ、パスワードなどを入力させて不正に個人情報を盗むフィッシン  

    グ詐欺という犯罪です。対応策としては、「メールに記載されているリンクを安易 

    にクリックせず、検索サイトなどで調べて、正式なホームページかどうか確認しま 

    しょう。」また、「メールの送信者名が有名企業だったとしても、それだけで信用す 

    るのは危険です。特にクレジットカード番号など大切な情報を打ち込む必要がある 

    場合は慎重にお願いします。」 

 

■ 違法・有害情報等に関して 

 ・Ｑ１０ インターネットの掲示板に、私のことを誹謗中傷する書き込みがされている。 

     この書き込みを削除することはできないか。 

 ・Ａ１０ 電子掲示板の管理者に情報の削除を求めてください。プロバイダにも同様に削 

     除を求めることができます。また、これらの人達が削除に応じない場合は、裁判 

     所に個人情報を削除するように命じる判決を求めることになります。 

 ・Ｑ１１ 携帯電話やパソコンに楽曲をインターネットでダウンロードするときに何に気 

     をつければいいのか。  

 ・Ａ１１ 平成２２年１月の改正著作権法の施行により違法なサイトと知りながら楽曲を 

     ダウンロードすることは私的利用目的でも違法になりました。ダウンロードする 

     ときは、歌手やレコード会社の許可をもらっているサイトかどうか確認しましょ 

     う。 

 ・Ｑ１２ 高校生の娘に変なメールが来た。同じ内容のメールを他人に送らないと不幸に 

     なるという内容だ。どうすればいいか。 

 ・Ａ１２ 不幸の手紙のインターネット版で、チェンメールといわれています。典型的な 

     パターンは「○日以内に１０人に同じメールを送れ」というものです。ほとんど 

     のものはいたずら目的ですが、法律に触れる金銭が絡んだメールもありますので 

     注意が必要です。チェーンメールを受け取った場合には、そこでストップするよ 

     うにしてください。他人に転送するのはやめましょう。             

            

●  セキュリティーに関して   

 ・Ｑ１３ パソコンの場合のセキュリティーはどんなことに気をつけたらいいのか。        

 ・Ａ１３ 基本的には、次の３事項に気をつけておいてください。 

     ①ウイルス対策ソフトは常に最新のものをインストールしておきましょう。 

     ②ＯＳ（オペレーティングシステム）は頻繁に更新しましょう。 

     ③ＩＤとパスワードの管理は徹底しましょう。 



 

交流交流交流交流コーナーコーナーコーナーコーナー    
くらしのサポーターのみなさんの質問や情報をお

待ちしています。 

〒770-0851 

徳島市徳島町城内２番地１         

とくぎんトモニプラザ ５階 

・相談電話   ０８８－６２３－０１１０ 

・啓発受付   ０８８－６２５－８２８５ 

・事務担当   ０８８－６２３－０６１２ 

・ファクシミリ ０８８－６２３－０１７４ 

Email: t-shouhi@mail.pref.tokushima.lg.jp 

ホームページ 

http://www1.pref.tokushima.jp/shohi/ 
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   水割りの温暖化～氷は溶ければ体積は減る～ 

 

  ガラスコップに氷をいっぱい詰められるだけ詰める。それからウィ

スキーをコップにいっぱい、そうそう、阿波弁では「まけまけ」、入れ

る。氷は水面からいくばくか上に出ているだろう。時間とともに氷は

溶けるが、水はもれない。小学校の理科の学習だ。 

 

 温暖化で北極や南極の氷が溶けて、どこかの国の海面が上昇してい

る。温暖化の影響だと言う。局所的な小学校での実験ではみあれない

ことも地球規模では別なことが起こるらしい。温暖化は、ある果実が 

できなかった地方にも作付けできるようになった。 

  

 局所的な知識が対極的にはどのようになるかは、凡人には難しい。

だが、時折皮肉交じりに見たり、考えたりすることも大切だ。 

                                                                                                                                

              くらしのサポーター 三原茂雄                                                     

くらしのコラム 

 

くらしのくらしのくらしのくらしのサポーターサポーターサポーターサポーター担当者担当者担当者担当者よりよりよりより              

 梅雨は、まだ明けていませ

んが、天気の日の日差しは本

当に強く感じます。熱中症は 

こういった時に多くなるそう

ですので、皆様どうぞお気を

つけいただき、ご自愛くださ

い。                        

 さて、今年度の徳島県消費

者問題県民大会ですが、８月 

２１日（日）に徳島市内で予

定しております。内容等につ

きましては、別途連絡させて

いただきますので、サポー

ターの皆様のご参加がいただ

けますようお願い申しあげま

す。  

                夏期夏期夏期夏期のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策対策対策対策についてについてについてについて            

                ～～～～６６６６月月月月からからからから９９９９月月月月はははは夏期夏期夏期夏期のののの省省省省エネキャンペーンエネキャンペーンエネキャンペーンエネキャンペーン～～～～    

    

    ６６６６月月月月からからからから９９９９月月月月までのまでのまでのまでの期間期間期間期間ははははエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー消費消費消費消費がががが増加増加増加増加するするするする季節季節季節季節    

    ですですですです。。。。冷房中冷房中冷房中冷房中のののの室温室温室温室温をををを適切適切適切適切にににに調整調整調整調整するするするする等等等等のののの省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対対対対    

    策策策策をををを実践実践実践実践しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

    

・・・・冷房効果冷房効果冷房効果冷房効果をををを高高高高めるためめるためめるためめるため、、、、フィルターフィルターフィルターフィルターのののの掃除掃除掃除掃除、、、、ブラインドブラインドブラインドブラインドのののの    

    活用活用活用活用、、、、扇風機扇風機扇風機扇風機のののの使用等工夫使用等工夫使用等工夫使用等工夫してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・不必要時不必要時不必要時不必要時のこまめなのこまめなのこまめなのこまめな消灯消灯消灯消灯にににに努努努努めてくださいめてくださいめてくださいめてください。。。。    

・・・・電力消費機器電力消費機器電力消費機器電力消費機器をををを購入購入購入購入するときはするときはするときはするときは、、、、省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー性能性能性能性能のののの高高高高いいいい    

    機器機器機器機器をををを選択選択選択選択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・できるできるできるできる限限限限りりりり鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、バスバスバスバスなどのなどのなどのなどの公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をををを利用利用利用利用しししし、、、、近距近距近距近距    

    離移動離移動離移動離移動はははは徒歩徒歩徒歩徒歩やややや自転車自転車自転車自転車でででで移動移動移動移動してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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